
平 成 １４ 年 ４ 月 教 育 長 定 例 記 者 会 見 資 料

事 項 内 容 備 考

高校教育課 指導担当高校生の就職内定状況 １ 現状
（ ） (029-301-5262)及び今後の対策につい (1) 平成１４年３月高校卒業者の就職希望状況と内定状況について ３月末現在 茨城労働局調査

ア 求職者数は男女計５,４１３人で，昨年より５５０人少ない。求人数については１０,２５１人で昨年と比べて４．て
０％の減に止まったが，県内の求人数では５,６１５人で昨年と比べて１３．９％少なくなっている。
イ 求人倍率については，県外の求人を含めると１．８９倍と昨年（１．７９倍）を上回ったが，県内だけの求人倍率
は１．０４倍で昨年（１．０９倍）と比べて０．０５倍低く，内定率の上昇にはつながらなかった。
ウ ３月末の就職内定率は８４．０％で，昨年同時期に比べて３．９ポイント低く，過去最低の就職内定率（３月末８
７．１％）であった平成１１年度をも下回った。

※ 求人倍率等の月別推移 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
求 平成14年３月卒業生 県内 0.51 0.58 0.68 0.74 0.81 0.84 0.93 0.99 1.04
人 0.75 0.95 1.17 1.48 1.59 1.63 1.74 1.82 1.89内外計

倍 平成13年３月卒業生 県内 0.53 0.62 0.78 0.84 0.88 0.94 1.02 1.07 1.09
率 0.82 1.10 1.42 1.47 1.51 1.60 1.68 1.75 1.79内外計

内 平成14年３月卒業生 33.0 49.7 58.5 64.3 70.9 79.2 84.0
定 平成13年３月卒業生 43.0 58.6 66.6 73.6 78.9 85.5 87.9
率 10.0 8.9 8.1 9.3 8.0 6.3 3.9平成14年３月卒業生対前年比 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

(2) 内定率低迷の要因
ア 厳しい経済状況（経済の低迷による新規求人の手控え。リストラ等により労働市場の縮小 ）。
イ 高卒労働市場の縮小（高卒者がかつて占めていた職場へ大学・短大等の卒業者が進出してきている ）。
ウ 即戦力志向（厳しい経済状況で，企業に人材育成に懸ける余力がなく，人材派遣などにより即戦力を求めている ）。
エ 職種へのこだわり（特定の企業や職種への憧れが強い ）。

２ 就職内定率向上のための昨年度の取組
(1) 県教委における取組 平成13年度実績］
ア 求人要請訪問 ○求人要請訪問週間の実績
(ｱ) 教育長による経済４団体への求人要請訪問を４回実施（６/４，９/10，12/3，２/４） 訪問事業所数 参加校数
９/10 県校長協会進路指導委員会副委員長，県高等学校教育研究会進路指導部部長が同行 6/4～8 ３６ ３２
12/３ 県高等学校ＰＴＡ連合会副会長，県校長協会進路指導委員会委員，県高等学校教育研究会進路指導部部長 12/3～7 ３９ ２０

(ｲ) 県産業教育振興会加盟の３７２事業所へ，求人要請文を３回送付（６月，９月，12月） ○合同就職面接会の実績
即日内定数(ｳ) 求人要請訪問週間を２回設置（６月，12月）

学校長，進路指導主事，県教委指導主事が延べ７５事業所を訪問 県北(12/5) ｻﾝﾋﾟｱ日立 12人
イ 合同就職面接会（13年度新規） 鹿行(1/24) 鹿島ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 37人
茨城県教育委員会が，茨城労働局，公共職業安定所と共催で実施し，就職内定につなげた。 県南(1/17) 京成ﾎﾃﾙ 8人

ウ 高校生就職支援事業（平成13年10月補正予算 平成13年11月～平成14年３月） 下館(1/18) 三の丸ﾎﾃﾙ 4人
平成14年３月県立高等学校卒業生の就職内定率の向上を目指し，教育庁内に配置した５人の高校生就職支援相談員 ○高校生就職支援事業の実績
が事業所を訪問して求人開拓し，求人情報を学校に提供した。 訪問企業数 1308(延べ1514)社

求人企業数 91 社
新規求人数 226 人(2) 学校における取組

ア 生徒へのガイダンスの機能の充実 就 職 者 数 115 人
イ 各学校の校長，進路指導主事による企業への求人要請訪問の実施
ウ 進路指導主事を中心に，ハローワークの情報を活用した新たな求人開拓の実施
エ 不採用になった生徒の指導の強化及び保護者への助言

(3) 国における取組（厚生労働省による事業）
トライアル雇用の活用（新規高卒者就職支援緊急プロジェクト）
・未就職卒業者に対する３か月までの試行的雇用を通じて，実務能力の向上を図り，本採用につなげる （トライ。
アル雇用に対して一定の奨励金を支給し，企業の費用負担の軽減を図る ）。
※ トライアル雇用とは，学卒未就職者等の若年失業者を短期間の試行雇用として受け入れる企業に対する
支援を行い，その後の常用雇用への移行を図る。



３ 就職内定率向上のための今年度の取組
(1) 県教委による取組
ア 求人要請訪問の実施（６月，９月，12月，２月）
イ 合同就職面接会の開催（12月～１月）
ウ 高校生就職支援事業（平成14年４月～平成15年３月）
概 要 平成15年３月県立高等学校卒業予定者の就職内定率の向上を目指し，学校に高校生就職支援相談員

を配置し，求人開拓に当たる。
人 数 ５人（高校生就職支援相談員）
配 置 ベース校 日立商業 大 洗 鉾田第二 石岡商業 真 壁

担当地区 県北地区 水戸地区 鹿行地区 県南地区 県西地区

(2) 学校における取組
ア 平成13年度の取組を拡充して実施
イ 未就職卒業者に対して，高校生就職支援相談員や公共職業安定所の相談員と連携して就職斡旋を継続

(3) 国における取組（厚生労働省による事業）
・高卒者就職支援システムによる求人情報等の提供（新規）
・職場見学会等の積極的実施（新規）
・地域求職活動援助事業を活用した新規学卒者等の採用・就職の促進（新規）

［参考］
就職慣行の見直しに向けた取組（１人１社制見直し）
１ 背景
平成14年３月「高卒者の職業生活の移行に関する研究」最終報告が出され，厚生労働省は各都道府県労働局に「都
道府県高等学校就職問題検討会議」を設置して，新規高等学校卒業者の募集・推薦の在り方について検討するように
指示した。茨城労働局は茨城県教育委員会と協力して，茨城県高等学校就職問題検討会議を開催する。
２ 茨城県高等学校就職問題検討会議
(1) 日 程 第１回 平成14年４月23日，第２回 平成14年5月９日
(2) 構 成 茨城県経済４団体，茨城県銀行協会，茨城県商工労働部，茨城県高等学校長協会，茨城県高等学校

， ， ， ， ，教育研究会 茨城県産業教育振興会 茨城県学校長会 茨城県教育研究会 茨城県職業安定所長会
茨城県教育委員会，茨城労働局

(3) 検討事項 応募・推薦に係る申し合わせ・確認についてのあり方
［ ］ 。選択肢 ア 応募・推薦の当初の段階から２社又は３社までの複数の応募・推薦を認めること

イ 一定期日まで，応募推薦を１人について1社に限定するが，一定期日後は複数の応
募推薦を認めること。


